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=理事会・

■(公財 )

=福島県保健福祉部食品

=耳より情報

・ 専門家による緊急相談支援を実施します

・ 飲食業界を活性化する税制改正

・ 中小企業省力化投資補助事業

=福島県食品生活衛生課からのお知らせ
08月 は食品衛生月間です

・ ダニに気をつけましょう

=ク リーニング師研修・業務従事者講習開催のお知らせ
■生衛業経営セミナーのご案内
■日本政策金融公庫からのご案内雄国沼のニッコウギスケ (北塩原村)
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催
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り
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を
開
催

理 事 長 菅野  豊 県旅館ホテル生活衛生同業組合常務理事

副理事長 根本誠三郎 県すし商生活衛生同業組合理事長

副理事長 芳賀沼栄一 県クリーニング生活衛生同業組合理事長

遠藤 昌彦 福島県保健福祉部食品生活衛生課長

理  事 阿部 泰宏 県興行生活衛生同業組合理事長

理  事 村上 良明 県理容生活衛生同業組合理事長

理   事 五十嵐康之 県美容業生活衛生同業組合理事長

理  事 秋元 華一 県食肉生活衛生同業組合理事長

理  事 藤原 榮二 県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長

理  事 野木  彰 県社交飲食業生活衛生同業組合副理事長

理  事 塩  昭信 県喫茶飲食生活衛生同業組合理事長

理  事 日比野恒夫 県中華飲食業生活衛生同業組合理事長

理  事 中野 竹治 前県理容生活衛生同業組合理事長

監  事 金成 孝典 前福島中小企業団体中央会冨」会長

監  事 加藤  浩 税理士

:撃|::菫1器華舞

職 名 氏 名 所属組合等

理事 (新 )
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島
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営
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取
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れ
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し
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の
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な
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ま
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の
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と
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力
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ま
す
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結
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と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

専間家|こよる緊急相談菫援を実施します!

☆国や県市町村が実施している補助金・助成金等の支援

施策の利用相談・申請書類の作成指導・申請サポート

☆デジタル化対応に関する各種支援施策の利用につしヽて

☆税制活用のための要件に関する相談・指導

☆事業承継に関する各種支援策の利用に関する相談 等

全国生活衛生営業指導センター

「生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業」

～飲食費10,000円 に拡大で～

消費拡大・売上増
お客様単価のアツプこ期待!

中小企業省力化投資補助事業

蠅
事務局 HP(公募要領・カタロクはこちら))

懇摯銀 範議無  第■回公募中請受付期間 :6月 25日～7月 ■,日
本藤 鸞爾 τ面蔭 薫i五百吾霧弄琶轟藤棗

~

■ 中小企業等が、≡整週lL」2[菫a」目聖奎壁菫塾」」菫整昌理」2吐12LL(2墾 ]Z2)
に登録された製品から選んで省力化のための設備投資を行い、労働生
産性 年平均成長率3%向上を目指す事業計画Xに取り組むこと。
X省力化で削減されたI数分の人員削減を行うものは対象外

■ (賃上げによる補助上限額引き上げを適用する場合、)補助事業終了
までに給与支綸総額6%・豊菫盪肉星墨堡輩超ュE以上の賃上ビ|こ取
り糸且むこと。

令和 6年 6月 時点版

■公募要領で童塑堕塗董L」塾壼里」」整」菫麹巴重.2埜2■
=」
1壷墾墜

E力生回2空墾盟して裂墨空量び、販売事業者に連絡

● Gビ」整D塑堅得xのうえ、電子申請システムにより販売事業者と共同申請
×木補助金の申請にはGビズID(アカウント)の取得が煙 で

'。

  〔
~百

t:支'お可頂素]雷護響]

ID取得に 定期間を要しよ|ので お早めにお手続き下さい。    ~~~~~:轟 灘:

経費の範囲内で抑えたいと、ひとり5,000円 までを気にして

飲食されていたお客様が 10,000円 まで経費の範囲内として

飲食が可能になります。営業活動に活用 してもらしヽましょう。

、ヽ ,
■ 交付候補者決定、交付申請・決定を経て事業を実施

■ 適旦!週!塞:童塞塵!彊!壺:駆:生:こ省■111』 :動:轟2垂 iジ1壺:重|コユ透i壺1療亜:星:萎:肇1コt邑出

■ 菫董壁の≡菫量亘止基⊇童量生塵塾塁重豊空」屋出x

×5年の間、効果報告では「製品の継続利用確認」、「賃上げ実績」、「付加価値向上実績」を
提出いたださます。なお.本事業C発生した利益は収益納付いただく必要があります。

医亜匡藍褻藝亜璽匡藍亜藝国
注意:騒入した製品の売都や転用、破棄等には制限が課さな

残存簿価掘当額等を返織ヽヽただく必要がごさいます。

lQ000円の価格設定に向け
新メニュー・コースを工夫しましょう

はな雹《詢蛉竃魂雖:憫餞絋:R饂鼈
賤飩軋瘍緻仄ポ驀雉しはじょ鬱 ●―

・ 経済産業省 仲盤躾 だLr==電 ¶
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穐
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証 轟 膠

経理方式」かによって異なります。お客様から相談されたり
| こ予約を受ける際に確認しましょう.

インボイスの準懸を饉路驚しま争 :

お客様や会社が消費税を申告する際.飲食代の領収書が「イン

ボイス」に対応していない場合は.お客様に敬遠されてしまう
可能性があります.イ ンボイス登録の準備を進めましょう。

1人 あたり10.000円 の飲食費が「税込」なのか「税別」なの

かは.お 客様の会社の会計処理が「税込経理方式」か「税抜

本事業の概要

【事 業 目 的】 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押し

するため、人手不足に悩む中小企業等に対して、loT、 ロボッ

ト等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための

事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性

がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産

性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

【事業対象者】 人手不足に悩む中小企業等

【公募受付期間】 令和 8年 9月末碩までの間に複数回の公

募を行い、補助事業の申請を受け付けます。

出典 :経済産業省 中小企業庁 中小機構 「周知用チラシ」

独立行政法人中小機構基盤整備機構 「中小企業省力化投資補助事業 F申請におけ

る留意事項」2024年 6月 25日版」一部抜粋 して作成出典 :(公財)全国生活衛生営業指導センター 「飲食業界を活性化する税制改正チラシ」

人手不足を乗り越え、生産性向上を

一鷺 9″

慶



令和 6年 8月 (3) 生 衛 ふ く し ま 第 170号

8用 :さ食轟衛生魔爾です

厚生労働省では、全国的に食品衛生思想の普及啓発をよリー層強力に推進するため、 8月 の 1か月

間を「食品衛生月間」と定めています。

福島県においても、これに合わせて 8月 を食品衛生月間とし、食中毒の発生防止や衛生管理の向上

に関する普及啓発を行っています。

食中毒予防の 3原則に加え、HACCPに 沿つた衛生管理にしっかりと取り組み、食の安全を守りま

は、カンピロバ汐ター、腸管出血性大腸菌といった細菌による食中毒が多発しています。

食中毒菌を、

●

鎧
・

澤 事事 事 事

珀
‐~｀‐……

理L
渉 曇や つけ ‡警蝙』

肉や魚などのカロ熱して食

べる食材は、中心部まで

十分に力□熱して提供 しま

しょう。

ダ羞゙機、罹饉麓の罐境で罐麟ず壌酸奮われて鰺ヽます。グ＼゙聰饂凸絋麟饉≪鰺`餞烙づく最ジ鬱=鶯吻ヾ攀轟移ょう。

理.ダニ|と つしヽて

人の生活環境に(よ 、およそ159種類のダニがし`ると言つれています。その多くはとでも小さく、

9.3～ o.5mに度の大きさですり代表的なダニは、チ |プ ダニ・ツメダニです。

〔, チ ]プ ダニ

布団・畳 ,■1-― ベット1こ多く生患言/1。 死静■葉がア■ルギーの原因|こ なる。

CI ツメダニ

突遇が千島発的iこ東tさ ることが尋:ス 11=イ■るよl赤 く1計 1、 か準くなる。苦設 lよそれ

:ま ど多くないが、テ :プ ダIなどが増えると、二rこ

=ヽ

f)ダ上をニサとして増える。

2.ダニ鸞艇の予鶴簸

ダニの発生を防止するため|ふ J、 ■さく分:す て2つ●対策が必要です。

・〕 韓  爆

ダ孟1議難爆 :こ鱗いので、天気が長い[]|二窓を開|す (鑽饉 tェ 畳・カーベッ :ヽ を韓

爆させましょう。・■日は賞醸撃♭|こ しまT゛ 千 :′ t後 |ニ ダニの■誠を取り|な くた

め、有歴0表画i::掃除機をかけると1効難構で,ぅ

● 戯鑽めな;露撮

ダニがニサとするフケ・アカ・食べ1′

・η働カスなどを取り1唸 きま,。 また、

'毒

挿を

行うことで、アレルギー仲原翼となるダニの糞や死骸■取り:除 くこともで1卜 ます。

:尋 除機か1~|は 、できるだけこまめ|こ l II:あ な力、I〕秒1■ _11の特間をか1■ て丁寧

:こ行いま tノ ようo

夢炒憮鰺黎埒聰蠍骰饂●

隧 『彎 :撃 な い』    り ま鰺 彦 さ な しヽ 1

手洗い、消毒を徹底しましよう。  食品は適切な温度で保管

調理器具などは用途によつて使   しましょう。調理したら

い分け、十分に洗浄 。消毒をし  すぐに提供 しましよう。

ましよう。

塁目:



第 170号 生 衛 ふ く し ま 令和 6年 8月 (4)

～グ:ブ ーニング事震鬱錮鬱穣ヘー

ク リー ニ ング 師 研 修 ・ 業 務 従 事 者 講 習 開 催 の な 知 らせ

クリーニング業法に定めるクリーニング師研修 0業務従事者講習を受講しましょう!!

クリーニングの業務に従事しているクリーニ

ング師及び業務従事者の方は、3年に一度都道
府県矢□事が指定する研修・講習を受けることが

義務付けられております。

今回の研修・講習では、「業務上の問題事例、
トラブル防止のポイント」や 「クリーニング所
における感染症対策」等、最近課題となってい
るテーマを取り上げます。

令和 6年 9月 30日0 13:00～ 17:00

ビ ッグ
｀
パ レ ッ ト′S、 く しま  郡山市南二丁目52番地

※事前に申し込みが必要です。郡山市・県中・県南保健所管内の方には受講案内をお送りしますが、それ以外の方は下記までお問い

合わせください。受講案内・受講申込書はホームページにも掲載しております。

(お問い合わせ先〉 (公財)福島県生活衛生営業指導センター 丁EL 024-525-4085

当指導センタ

ナー」を開催
に一緒に学んでみませんか

'

と き:令和 6年 10月 21日同 13時～16時

ところ:ホテル福島グリーンパレス
瑞光の間

クリーニング師研修 → 5,000円
業務従事者講習(ク リーニング師以外の方)→ 4,500円

株式会社リフェイス代表取締役 中本寸佳 織 氏

テーマ:「WE3と リアルを活かした

新規&リ ピート客づくり」

コロナ過を経てお客様が戻つてきた今、いかに多くのお客様

を獲得 し、リピー トして頂くかは大事なテーマです。
OSNS活用でお店を知つてもらう

・ お店に興味関心を持つてもらえる情報を発信する

・ 来店してくれたお客様の満足度を高めて :リ ピー トしてもらう

・ お店に好意的なロコミをしてもらい更なる顧客獲得を目指す

という流れで、お客様を増やしていきましょう。

■

:
■

1
1

=

経営の
誓
プラス"になる情鍮1をお届けします1

● 日本政策奎融盆庫

「生活衛生業及び生活衛生

同業組合の再興に向けて」

(公財)全国生活衛生営業指導センター

専務理事 伊東明彦 氏

国費生活事業

友だち追加1譲

こちらから

〒960-8031 福島市栄町6-6 福島セントランドビル福  島 支 店  0570-008503

会 津 若 松 支 店

い わ き 支 店

〒965-0878 会津若松市中町2-35

郡 山 支 店

〒970-8026 いわき市平字菱川町 1-50570-008545

0570-009629

0570-009386

〒963-8005 郡山市清水台 1-6-21 山相郡山ビル

開催日時

この機会

圏 回

回


